
東京電子自治体共同運営　電子調達サービス

競争入札参加資格申請

決算月 有効期限 継続申請期間

１月 ９月末日まで ２月から９月まで

２月 １０月末日まで ３月から１０月まで

３月 １１月末日まで ４月から１１月まで

４月 １２月末日まで ５月から１２月まで

５月 １月末日まで ６月から１月まで

６月 ２月末日まで ７月から２月まで

７月 ３月末日まで ８月から３月まで

８月 ４月末日まで ９月から４月まで

９月 ５月末日まで １０月から５月まで

１０月 ６月末日まで １１月から６月まで

１１月 ７月末日まで １２月から７月まで

１２月 ８月末日まで １月から８月まで

＊個人事業者は、１２月が決算月になります。

例えば、１２月決算の事業者が２００５年４月に登録申請した場合は、２００６年
８月末日が有効期限となり、継続申請できる期間は２００６年１月から８月までと
なります。

◆

　登録申請した月の直前の決算月の翌月から１年８箇月の末日が、共同運営電子調
達サービスにおける競争入札参加資格の資格有効期限です。

　資格有効期限後、さらに継続して競争入札参加資格の登録を希望する者は、前回
登録申請直後の決算月の翌月から（登録申請を行った月が決算月の場合は、登録申
請を行った翌月から）資格有効期限までに継続申請の手続きが必要です。

　資格有効期限までに継続申請手続きを行い承認されなければ、競争入札参加資格
が無くなり競争入札・見積競争に参加することができなくなります。

　早めに継続申請の手続きをされるようご注意ください。

有効期限と継続申請期間


